
放射線装置・エックス線等装置の設置・変更・廃止の
手続き
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１ 装置の種類

放射線装置 エックス線等装置

種
類

・エックス線装置
・荷電粒子を加速する装置

・エックス線管もしくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の
発生を伴うこれらの検査を行う装置
・放射性物質を装備している機器
など

・定格管電圧が100kV以上の電子顕微鏡
・10keV以上のエックス線を付随的に発生する装置
など

届
出
時
期

労働基準監督署に工事着手の30日前までに届出が必要
↓

環境安全保健機構放射線管理部門に45日前までに提出

(※軽微な変更及び、廃止の場合は都度提出)

労働基準監督署への届出不要、学内での管理
↓

環境安全保健機構放射線管理部門に都度提出

環境安全保健機構放射線管理部門に45日前までに提出

◆機構への提出が遅れた場合や、 書類に不備があった場合は、予定落成 年月日を変更いただきます◆
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２ 必要書類

種類 書類 設置 移転 変更
軽微な
変更
※4

廃止 作成要領

学内
書類

放射線装置申請書・エックス線等装置報告書
（別記様式第5第2号1） ○ ○ ○ ○ ○

「放射線装置登録管理システム」
に、装置の情報を登録後、

「提出書類の印刷」ページより出力労
基
届
出
書
類

(

Ｘ
線
等
装
置

は
作
成
不
要)

放射線装置摘要書（様式第27号）
○
※1

○
※1

○
※1

― ―

機械等設置・移転・変更届（様式第20号）
○
※1

○
※1

○
※1

― ― 「各種書類・様式等のダウンロード」
ページより書式をダウンロードし作成

学
内
及
び
、
労
基
届
出
書
類

構内配置図 （建物の位置を明示）
○
※1

○
※1

○
※1

― ―

図面をコピーし、
装置の設置場所を、
赤い線などで囲む

建物フロア平面図 （部屋の位置を明示）
○
※1

○
※1

○
※1

― ―

設置室平面図 （装置の位置を明示）
○
※2

○
※2

○
※2

― ―

X線装置のカタログ等仕様書
○
※3

○
※1

○
※1

― ― 原本、またはコピーを添付

当該装置のX線漏洩データ、又は放射線のマッピング図
○
※1

○
※1

○
※1

― ― カタログ等に記載あれば併用可

労働基準監督署への届出（放射線装置） 要 ※5 不要

労働基準監督署への届出（エックス線等装置） 不要

※1：エックス線等装置の場合は不要です

※2：エックス線等装置の場合も放射線登録管理システムに入力要

※3：エックス線等装置の場合も装置の概要が分かるものがあれば添付してください

※4：軽微な変更とは、使用責任者変更、作業主任者変更、定格出力の縮小、設置場所の名称変更などを指します

※5：装置外部に管理区域があるエックス線装置については、エックス線作業主任者の免許番号を放射線登録管理システムに入力してください（吉田・桂・病院 事業場）
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３ 書類の流れ 【労働基準監督署へ届出のフローチャート】

放射線装置
管理システム

放射線管理部門
へ提出

労働基準監督署

★放射線装置（設置・移転・変更）

吉田・桂・病院 事業場 宇治・霊長類・大津 事業場

登録

各種様
式出力

施設部
環境安全保健課

受理後、副本返却

部局で保管

副本の写し

装置の設置
及び使用開始

放射線管理部門
へ提出

労働基準監督署

施設部
環境安全保健課

部局で保管

装置の設置
及び使用開始

部局等事務部

正副各1部提出

受理後、副本返却

副本の
写し

登録

各種様
式出力

使用開始

書類確認
総長印押印

書類確認
総長印押印

施設部
環境安全保健課

内容、書類確認
システムとの照合

内容、書類確認
システムとの照合

正副各1部提出

施設部
環境安全保健課

部局等において
書類作成

部局等において
書類作成

４５日前
までに

３０日前
までに

正副各1部提出正副各1部提出
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【労働基準監督署へ届出不要（学内手続き）のフローチャート】

部局において
書類作成

放射線装置
管理システム

登録

出力
（様式第5第2号1のみ）

部局で保管

★放射線装置 （軽微変更・廃止）
★エックス線等装置

環境安全保健機構
放射線管理部門

内容、書類確認
システムとの照合



必要書類チェックシート
全ての書類がそろっているか、提出前にご確認ください。
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必要書類 内容 チェック

様式２０号
（機械等設置届／機械等移転届）

必ず各事業場の最新のものをダウンロードして使用してください。
（常時使用する労働者数等が変わります）

様式5-2-1（放射線装置申請書）
空欄がないように、すべて埋めてください。

管理区域を示す図面については、方位を入れてください。

様式２７号（放射線装置摘要書）
空欄がないように、すべて埋めてください。

管理区域を示す図面については、方位を入れてください。

構内図（建物の位置） 装置を設置する建物がわかる図面。方位を入れてください。

フロア図（部屋の位置）
装置を設置する部屋がフロアのどこにあるかがわかる図面。

方位を入れてください。

設置室平面図
設置室のどこに装置を置くかわかる図面。方位を入れてください。

壁からのおおよその距離もできればご記入ください。
（上記様式２７号の管理区域を示す図面に記載も可）

メーカーカタログなど装置の仕様がわかるもの 定格出力や安全装置がわかる資料

X線漏洩データ、マッピング図など メーカーのデータもしくは、移転時は移転前に測定した線量がわかるもの

次ページ以降の参考例で、内容をご確認ください。



＜提出書類参考例＞
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■エックス線等装置報告書（別記様式第5第2号１）

※学内書類

空欄がないよう

すべてご記入ください

定格出力には装置の最大性能を、最大使用条件には、

常に定格以下で運転する場合の最大の条件をご記入ください

インターロック「解除可」とは解除キーなどがなく誰でも
容易に解除できる、という意味です

原則「解除：不可」となります

記入いただいた漏えい線量が確認できる資料を添付してください



＜提出書類参考例＞
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■機械等設置届（様式第２０号）

最新の様式をダウンロードいただくと、
正しい数字が入ります

特に年度替わり時はご注意ください

研究室で実際に作業す
る人数をご記入ください

工事着手の1ヶ月
前に労基への提出
が必要です

学長 山極壽一

設置時は移転・変更部分を二重線で

消してください
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■放射線装置摘要書（様式第２７号） １ページ目

様式第27号については、全ての欄に空欄がな
いか、提出前にご確認ください

■放射線装置摘要書（様式第２７号） ２ページ目

方位を入れてください
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■構内配置図（建物の位置）

○○号館

■建物フロア平面図（部屋の位置）

方位を入れてください

方位を入れてください Ｎ

〇〇号館3階

〇
〇〇 〇
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建物・設置室・装置は、どの部分が該当部分かが
わかるよう、赤で囲むなどしてください

■メーカーカタログ・仕様書など

方位を入れてください

Ｎ

定格出力や安全装置についての記載があるもの
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■Ｘ線漏洩データ、マッピング図など ■装置の移転の場合

装置の移転時も、必要書類は新規設置と同じです。

様式２０号については、下記をご参照ください。



システム及び問い合わせ先等

放射線装置登録管理システム

http://www.rirc.kyoto-u.ac.jp/xraysys/index.php

（問い合わせ）

環境安全保健機構放射線管理部門（ RIセンター分館）

Mail： krums@mail2.adm.kyoto‐u.ac.jp
Tel ： （吉田）７５４４、７５３０

施設部環境安全保健課化学物質安全掛

Mail： 810rixnu@mail2.adm.kyoto‐u.ac.jp
Tel ：（吉田） ２３３７、８２３３７
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